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現代の社会における人文・社会・自然の諸科学の研究は、先端化、情報化、国際化、高度化など

の急速な進展の もとにおかれているだけではなく、学際化、多角化、巨大化を要請されている。こ

のような学術的環境の中で、大学は従来の研究の方法や内容のみに固執することなく、学外機関

との交流を行うことを通じて人類の福祉と社会の進歩に貢献するという学問研究に内在する要請に

応えていく必要がある。 

立命館大学とそこで研究教育に携わる教職員は、これらの要請を積極的に受けとめ、平和と民主

主義の教学理念および学問の自由と大学の自治を擁護し発展させてきた本学の伝統のうえに立

って、国・地方公共団体、民間企業などの機関と研究教育の交流を推進することを確認する。 

われわれは、このような観点から、次のような倫理基準を制定する。 

なお、学外交流にあたり、本基準および関連諸規程は、利益相反ならびに知的財産に関する諸規

程等とともに、本学における産官学連携の基本的な指針として運用される。 

(適用する制度) 

第 1 条 立命館大学学外交流倫理基準は、次の制度についてその決定および運用における判断

の基準を定める。 

(1) 立命館大学学外共同研究取扱規程 

(2) 立命館大学受託研究取扱規程 

(3) 立命館大学奨学寄附金等取扱規程 

(4) その他本基準に準拠することを定める立命館大学の規程 

(研究等交流の基本原則) 

第 2条 学外機関との交流の決定および運用における基準は、次に定める自主・民主・公開・平和

利用の 4つの原則に基づくものとする。 

(自主の原則) 

第 3 条 自主の原則に関しては、次の基準とする。 

(1) 研究を担当する本学研究者の自由や創意が尊重され、研究者の意思決定の自由が確保され

ていること。 

(2) 人事の決定権および拒否権が本学に確保されているなど、交流が大学の自治を侵害するもの

でないこと。 

(民主の原則) 

第 4 条 民主の原則に関しては、次の基準とする。 

(1) 決定および運営は、この基準および第 1条に定める規程に基づいて行われるものであること。 

(2) 審査・決定にあたっては、交流の概要などの必要な資料が示されていること。 

(3) 決定した交流の概要については、公表されるものであること。 



(公開の原則) 

第 5 条 公開の原則に関しては、次の基準とする。 

(1) 交流による研究成果については、公開を禁止されたものではないこと。 

(2) 工業所有権等の取得およびその他合理的理由のため公表を制約する場合は、合理的期間の

範囲内とされていること。 

(平和利用の原則) 

第 6 条 平和利用の原則に関しては、次の基準とする。 

(1) 軍事開発や人権抑圧など反人類的内容を目的とする研究教育は行わないこと。 

(2) 交流による研究成果が、明白に本条(1)に定める目的で利用されるものではないこと。 

(教職員個人における倫理) 

第 6 条の 2 学外機関との交流に関わる教職員個人における倫理に関しては、次の基準とする。 

(1) 大学の社会的信用を維持し、学外交流の健全な推進に努めること。 

(2) 常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らの私的利益のために用いてはならないこ

と。 

(3) 大学の定めるルールに則り、必要な情報を正確に開示すること。 

(基準の改廃) 

第 7 条 この基準の改廃は、研究委員会、学外交流審査委員会および常任理事会の議を経て、

大学協議会がこれを決定する。 

附 則 

この基準は、1992 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(2004 年 6月 11 日 利益相反、知的財産に関する規程等の整備、及び教職員個人の倫理

の制定にともなう一部改正) 

この基準は、2004 年 6 月 11日から施行し、2004 年 4月 1 日から適用する。 

 


